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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月7日(2018.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源（２５，２６，２８）と、前記光源（２５，２６，２８）を点灯させる電気素子（
２７）と、前記光源（２５，２６，２８）及び前記電気素子（２７）が配置された基板（
１５，１７，１９）と有する灯火装置において、
　前記基板（１５，１７，１９）は、独立して複数枚設けられ、前記複数の基板（１５，
１７，１９）が間隔を空けて配置されていることを特徴とする灯火装置。
【請求項２】
　前記基板（１５，１７，１９）を固定する支柱（１６）と、前記支柱（１６）に固定さ
れて前記複数の基板（１５，１７，１９）の間に配置される仕切り部（１６ｂ）とを備え
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ることを特徴とする請求項１に記載の灯火装置。
【請求項３】
　前記支柱（１６）を支持するハウジング（１１）と、前記ハウジング（１１）と共に前
記複数の基板（１５，１７，１９）を収容する収容部（１３）を形成するアウターレンズ
（１２）と、前記アウターレンズ（１２）の内側に設けられるとともに前記複数の基板（
１５，１７，１９）の間に配置されて前記支柱（１６）に支持されるインナーレンズ（１
８）とを有することを特徴とする請求項２に記載の灯火装置。
【請求項４】
　前記アウターレンズ（１２）は、その一部にレンズカットが施されたレンズカット部（
１２ｚ）を有し、前記インナーレンズ（１８）は、後面視で、前記アウターレンズ（１２
）の前記レンズカット部（１２ｚ）と重ならない箇所にレンズカット部（１８ｐ）を有す
ることを特徴とする請求項３に記載の灯火装置。
【請求項５】
　前記アウターレンズ（１２）は、尾灯であり、前記アウターレンズ（１２）の下面の一
部に、車体後部に取付けられるライセンスプレート（５０）へ照射するために前記光源（
２８）の光を透す透光部（１２ｍ）を有し、前記透光部（１２ｍ）と前記ハウジング（１
１）の下部との境界部（１１ｄ２）は、前記アウターレンズ（１２）と前記ハウジング（
１１）との上部の境界部（１１ｄ１）よりも車体前方に位置することを特徴とする請求項
３又は４に記載の灯火装置。
【請求項６】
　後面視で、前記アウターレンズ（１２）の中央部に前記レンズカット部（１２ｚ）が設
けられ、前記アウターレンズ（１２）のレンズカット部（１２ｚ）の両側の前記インナー
レンズ（１８）に前記レンズカット部（１８ｐ）が設けられ、前記アウターレンズ（１２
）と前記インナーレンズ（１８）との間に配置された前記基板（１９）は、前記アウター
レンズ（１２）の前記レンズカット部（１２ｚ）の輪郭よりも内側に配置されることを特
徴とする請求項４又は５に記載の灯火装置。
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